
災害救助法の救助項目及び
救助の程度、方法及び期間
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救助項目 救助の概要

１ 避難所の設置

○ 災害発生直後の地域の避難生活の拠点として、災害情報、生活・医療に関する
情報・サービスの提供、食料・飲料水等の物資の提供及び入浴支援など実施。

○ また、高齢者や障害者など通常の避難生活に配慮が必要な方には福祉避難所等
も提供。

○ 指定避難所だけでは不足する場合等は、ホテル・旅館等や研修所等も避難所と
して活用することが可能。

２ 応急仮設住宅の供与
○ 災害により住宅が全壊又は流出し、住むところが無くなってしまった場合、半
壊であっても住むことが困難な場合には、応急的に仮設住宅に入居することが可
能。

３
炊き出しその他によ
る食品の給与

〇 災害により食料が購入できない、自宅で調理ができない、などの場合、避難所
において炊き出しその他による食品の給与が受けられる。

４ 飲料水の供給
○ 災害により飲料水が購入できない、自宅の水道が出ないなどの場合、避難所に
おいて炊き出しその他による食品の給与・飲料水の供給が受けられる。

５
被服、寝具その他
生活必需品の給与・
貸与

○ 住宅が全壊、全焼、流失又は床上浸水により、生活上必要な被服、寝具その他
日用品等を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して実施。

６ 医療・助産
○ 災害の発生により医療や助産の途を失った者に対して、診療、薬剤の支給、分
べんの介助等を提供。

７ 被災者の救出
○ 災害のため現に生命もしくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態に
ある者を捜索し、又は救出する。

災害救助法の運用 【救助項目（法第４条第１項）】
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救助項目 救助の概要

８ 福祉サービスの提供
○ 発災後、都道府県知事等からの要請を受けた場合には、速やかに災害時要配慮
者に対して法による福祉サービスの提供を実施するもの。

９

住宅の応急修理
（住家の被害の拡大を防止す
るための緊急の修理）

○ 災害のため住家が半壊（焼）又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入
等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある世帯に対して、ブルーシート
の展張等の緊急的な修理を実施するもの。

住宅の応急修理
（日常生活に必要な最小限度
の部分の修理）

○ 自宅が一定の被害（大規模半壊、半壊又は準半壊）を受けた世帯に対して、被
災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限の部分を応急
的に修理するもの。

10 学用品の給与
○ 住家の全壊、流失、半壊又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品
を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学
校等生徒に対して行うもの。

11 埋 葬
○ 遺族がいないか、遺族がいても災害による混乱期等のため、その遺族が埋葬を
行うことが困難な場合に実施するもの。

12 死体の捜索
○ 災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情により既に死亡して
いると推定される者に対して捜索を行うこと。

13 死体の処理
○ 遺体識別や遺体に対する最低限の措置として、遺体に対して洗浄、縫合、消毒
等の処置を行うもの。

14 障害物の除去
○ 半壊又は床上浸水した住家であって、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木
等で一時的に居住できない状態にあり、自力では当該障害物を除去できない場合
に実施するもの。

■ 救助事務費 ○ 救助の事務を行うために要した時間外勤務手当、旅費などの事務費
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救助項目 救助の概要

１

避難所の設置、
救助のための輸送費
及び賃金職員雇上費

○ 災害が発生するおそれのある場合において、被害を受けるおそれがあり、現に
救助を要する者を対象に広域避難や事前避難を実施。

○ 高齢者や障害者等で避難行動が困難な要配慮者、自ら避難することが困難な状
況にある者については、船舶やバス等の借上げ等により輸送。

○ また、高齢者や障害者など通常の避難生活に配慮が必要な方には福祉避難所等
も提供。

災害救助法の運用 【救助項目（法第４条第２項）】
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救助の程度、方法及び期間

１項 一般基準
救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、

内閣総理大臣が定める基準（※）に従い、あらかじめ、都道府県知事
等が、これを定める。
（※平成25年内閣府告示第228号）

２項 特別基準
一般基準では救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等

は、内閣総理大臣（所管大臣）に協議し、その同意を得た上で、特別
基準を定めることができる。
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災害救助法の救助期間の延長に関する具体例

「令和２年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和２年12月18日閣議決定）において、
「災害救助法の救助の期間（４条３項）の延長については、地方公共団体の適切な判断に資する
よう、延長すべき期間が予測できる場合又は延長すべき期間は予測できないものの一定期間以上
の延長が必要であることが明らかな場合は、一般基準で定められた期間にかかわらず延長できる
ことを具体的な事例を示しつつ明確化し、全国会議を通じ、地方公共団体に令和３年５月を目途
に周知する。」とされたところであり、以下のとおり具体例を記載する。

41

「令和５年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和５年12月22日閣議決定）において、
「災害救助法の救助の期間（４条４項及び施行令３条２項）については、延長すべき期間の具体
的な根拠を示すことが困難な場合でも延長できることを、具体的な記載例を示しつつ明確化し、
地方公共団体に令和６年中に周知する。」とされたところであり、以下のとおり具体例を記載す
る。
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災害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号）（抄）
（救助の程度、方法及び期間）
第三条 救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事又は救助実施市の長
（以下「都道府県知事等」という。）が、これを定める。

２ 前項の内閣総理大臣が定める基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助
の程度、方法及び期間を定めることができる。

災害救助事務取扱要領（令和７年１０月）抜粋
第４ 救助の程度、方法及び期間に関する事項
１８ 特別基準に関する処理について

特別基準については、文書をもって協議することとなっているが、発災時に直ちに文書をもって協議することが困難な緊急やむを得ない場合が多いこと
から、そのような場合には、電話やファクシミリ、Ｅメールにより申請し、事後速やかに文書をもって処理することとなっている。

また、特別協議による救助の期間の延長については、地方公共団体の適切な判断に資するよう、延長すべき期間が予測できる場合又は延長すべき期間は
予測できないものの一定期間以上の延長が必要であることが明らかな場合は、一般基準で定められた期間にかかわらず延長できる。この場合、被災自治体
は救助期間の延長に必要な具体的な事例を明確化して期間の設定を行うこと。
ア この場合の文書番号及び日付については、本来は電話により申請した日のものとすべきであるが、災害という緊急時でもあるので、その日以降の文書

番号及び日付として差し支えない。
ただし、この場合、原則として、申請書の記載にその旨（○年○月○日の電話で申請し、○年○月○日の電話で承認を得たものについて、文書をもっ

て処理するものであること）を明記すること。
なお、電話により申請した日の文書番号及び日付とする場合には、内閣府においても電話にて承認した日の文書番号及び日付とする必要がある場合も

あることから、事務に遺漏をきたさぬよう、内閣府と連絡調整を図り、その旨の確認を行うこと。
イ 特別基準の申請は、次により、いわゆる基準告示に定める救助の期間内に行うことを原則とする。
（ア）基準告示に定める救助の期間内により難い場合

① 基準告示に定める救助の期間内により難い理由
② 必要とする救助期間
③ 期間延長を必要とする市町村別救助対象数
④ その他必要な事項

（イ）避難所の設置、被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の季別により難い場合
① 季別の変更を要する理由とその季別

② 季別の変更を必要とする市町村別救助対象数
③ その他必要な事項

（ウ）輸送費及び賃金職員等雇上費の範囲により難い場合
① 輸送費及び賃金職員等雇上費の範囲により難い理由
② 輸送費及び賃金職員等雇上費の範囲に含める必要のある事項及びその期間

③ その他必要な事項
（エ）その他基準告示に定める程度、方法により難い場合

① 基準告示に定める程度、方法により難い理由
② 特別基準の内容
③ その他必要な事項



救助項目 一般基準
【延長すべき期間の具体的な根拠を
示すことが困難な場合の事例】

【延長期間が予測できる場合又は延長
期間は予測できないものの一定期間
以上の延長が必要である場合の事例】

協議理由のポイント

避難所の設
置

災害発生の
日から７日
以内

・現時点で、避難所の開設期間を定めら
れないことから、７日間延長する。

※ 更に再延長が必要な場合は、同様
に取り扱う。

・建設型応急住宅が〇月〇日に完成予定
であり、△月△日から順次、鍵の受渡
し、入居となるため、□□地区の避難
所を◇月◇日まで延長する。

・賃貸型応急住宅の供与に際し、○月○
日から、入居申込受付窓口を開設する
ため、△月△日まで間、●●地区の避
難所の開所期間を延長する。

・一時避難として公営住宅の提供を検討
中であるが、公営住宅への一時避難に
関する相談や賃貸型応急住宅の受付開
始等が○月○日、公営住宅の入居に関
する公募が△月△日になるため、○○
地区の避難所の供与期間を△月△日ま
で延長する。

・住宅の応急修理を希望する被災者の修
理完了日が○月○日であり、修理完了
後、自宅に戻れるのが○月△日である
ことから○月△日まで○○市の○○地
区の避難所の供与を延長する。

など

・「被災者の避難が長期化するため
延長したい」だけでは、期間設定
の理由が不明確であり、国におい
ても延長期間の妥当性について判
断ができない。

・避難所を開設しなければならない
具体的な地区、期間及び理由が明
確にすること。特に避難所の避難
が長期化しないよう自治体でどの
ような対応を図っているのかが必
要である。

・応急仮設住宅の供与、応急修理を
可能な限り迅速に開始することに
より、避難所における滞在期間を
短縮化することが可能となる。
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救助項目 一般基準
【延長すべき期間の具体的な根拠を
示すことが困難な場合の事例】

【延長期間が予測できる場合又は延長
期間は予測できないものの一定期間
以上の延長が必要である場合の事例】

協議理由のポイント

応急仮設住
宅の供与
（建設型応
急住宅の着
工期間）

災害発生の
日から20日
以内に着工

・災害救助のために建設する応急仮設建
築物は、建築基準法第85条第１項に基
づき、10日間延長する。

・被災者の入居意向調査については〇月
〇日までに完了する予定であるが、並
行して建設戸数の確定、建設工事団体
等との調整（現地調査、設計、仕様及
び積算の確認）及び契約から着工まで
に◇日間を要するため、△月△日まで
応急仮設住宅の着工期間を延長する。
（延長できる期間は、最長10日以内と
なることに留意。）

・災害救助のために建設する応急仮
設建築物は、建築基準法第85条第
１項に基づき、１か月以内に工事
を着手することとされているため、
延長できる期間は10日以内となる
ことに留意すること。

炊き出しそ
の他による
食品の給与

災害発生の
日から７日
以内

・現時点で、避難所の開設期間を定めら
れないことから、食事の給与について
も、７日間延長する。

※ 更に再延長が必要な場合は、同様
に取り扱う。

・被災地周辺のスーパー・コンビニ等も
被災しており、食品流通事業団体等に
確認したところ各店舗への流通の再開
には最低○～△日程度かかるとの報告
を受け、安定した食品の供給が確保さ
れる〇月〇日までの間、食品の給与の
期間を延長する。

・災害による流通の支障等により食
品が得られない、住家が被災して
自宅での炊事ができない等によっ
て、食品の給与期間を延長しなけ
ればならないため、流通事業者の
見通し、応急仮設住宅等への入居
状況等を説明した上で期間の延長
を判断する必要がある。

・単に食品販売業者の再開が見込め
ないため期間を延長したいだけで
は不十分である。

飲料水の供
給

災害発生の
日から７日
以内

・現時点で断水解消の期間が定められな
いことから、７日間延長する。

※ 更に再延長が必要な場合は、同様
に取り扱う。

・給水場が被災しており、上水道を管理
する部局や、水道事業者が調査をした結
果について、○○地区では復旧までには
最低〇週間程度を要すると公表されてい
るため、○○地区の飲料水の供給を〇月
〇日まで延長する。また、△△地区の復
旧は△月△日であり、△月△日まで延長
する。

・断水等の復旧状況については、水
道部局から詳細な被災状況を確認
した上で、復旧までの期間、理由
及び公表の予定等を聞き取り、情
報を整理して延長を行うこと。
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救助項目 一般基準
【延長すべき期間の具体的な根拠を
示すことが困難な場合の事例】

【延長期間が予測できる場合又は延長
期間は予測できないものの一定期間
以上の延長が必要である場合の事例】

協議理由のポイント

被服、寝具
その他の
生活必需品
の給与又は
貸与

災害発生の
日から10日
以内

・現時点で、生活必需品の給貸与を開始
したばかりであり、実施期間を定める
ことができないため、10日間延長する。

※ 更に再延長が必要な場合は、同様
に取り扱う。

・被災者からの生活必需品の支給申請書
の提出期間を○月○日までとしており、
その後、とりまとめ作業を行い、協定
締結団体に対し、発注を行ったところ
であり、△月△日には納品を予定して
いることから△月△日まで期間を延長
する。

・協定締結している物流業者から物資不
足や交通障害等の影響により全ての被
災者へ生活必需品を給与する期間とし
て最低〇日間を要する見込みであると
の報告を伺っていることから◇月◇日
まで期間を延長する。

など

・生活必需品の給与又は貸与は、住
家の全壊、半壊又は床上浸水等に
より、生活上必要な被服、寝具そ
の他日用品等を喪失又は毀損し、
直ちに日常生活を営むことが困難
な者に対し、当面、最低限必要と
なる生活支援として、①被服、寝
具、②日用品、③炊事用具及び食
器等を給与又は貸与するものであ
ることから、可能な限り速やかに
必要最小限の日用品を給与・貸与
行う必要がある。

医療・助産 【医療】災
害発生の日
から14日以
内

【助産】
災害発生の
日から７日
以内

・現時点で、被災した○○病院の施設復
旧にどの程度の期間が掛かるのか病院
担当者と修理業者間で調査中であり、
延長すべき期間を定められないことか
ら、14日間延長する。

※ 更に再延長が必要な場合は、同様
に取り扱う。

・○○病院では、水害によりボイラーや
電気設備に被害を受け、医療機関とし
て機能停止に陥っている。設備の復旧
の見込みについては、病院からの報告
により約〇日間を要するとのことであ
り、病院からも対外公表されている。
このため、救護班等の活動について〇
月〇日まで期間を延長する。

など

・被災地の医療機関が機能停止又は
医療機関が受入可能な患者数を超
えていることや、医療機関が復旧
するまでの期間等について速やか
に公表を行い、公表された期間を
踏まえて延長を行うことが望まし
い。

福祉サービ
スの提供

災害発生の
日から７日
以内

・現時点で、福祉サービスの提供期間を
定められないことから、７日間延長す
る。

※ 更に再延長が必要な場合は、同様
に取り扱う。

・停電・断水により福祉避難所等で避難
生活を送っている要配慮者が自宅等に
帰還するまで最低〇日間を要する見込
みであると報告を受けていることから、
○月○日まで期間を延長する。

など

・「被災者の避難が長期化するため
延長したい」だけでは、期間設定
の理由が不明確であり、国におい
ても延長期間の妥当性について判
断ができない。



救助項目 一般基準
【延長すべき期間の具体的な根拠を
示すことが困難な場合の事例】

【延長期間が予測できる場合又は延長
期間は予測できないものの一定期間
以上の延長が必要である場合の事例】

協議理由のポイント

被災した住
宅の応急修
理
（日常生活
に必要な最
小限度の部
分の修理）

災害発生の
日から３月
以内

（国の災害
対策本部が
設置された
場合は６月
以内）

・現在、罹災証明書の交付を開始し、そ
れに併せて応急修理の相談窓口を開設
したところであるが、施工業者に依頼
が殺到しており、被災者宅を順番に修
理して回っているが、未だ、各住戸で
何日程度掛かるのか把握できていない
ため、応急修理の期間を定められない
ため、修理期間を３月延長する。

※ 更に再延長が必要な場合は、内閣
総理大臣と協議を行う。

その際、応急修理を迅速に実施す
るための方策や応急修理を確実に完
了するためのアクションプラン（具
体的な方策等）を示した上で、協議
を行うこと。
【具体的なアクションプラン】
・建築士会・建築士事務所協会の協
力を得て相談体制の増強

・木造仮設住宅の建設完了に伴う各
市町村の工務店職人の応急修理へ
のシフト（○社→○○社に増加）

・県外事業者の活用による修理業者
の増強

・市町村役場の受付スタッフ等の増
員強化（応援職員、賃金雇上等）

・被災者個人宅への訪問相談
・住まいの市町村以外の修理業者に
対する掛かり増し経費の補助

など

・○月○日から住まいに関する相談窓口
を開設し、鋭意、応急修理の申請受付
を実施しているが、○○市での応急修
理の工期を確認したところ、工事完了
が△月△日となっていることから、△
月△日まで期間を延長する。

・○月○日から住まいに関する相談窓口
を開設し、申請・受付を開始しており、
現在、○○○件の修理が完了したが、
施工業者の不足等もあり罹災証明発行
件数（応急修理対象件数）のうち、
○○％であり、残りの応急修理を必要
とする件数の割合が△△％を見込んで
いるため、引き続き応急修理の受付を
継続する必要があることから、☐月☐日
まで期間を延長する。

※ 過去の災害の実績から応急修理
件数として、罹災証明書の交付件
数に対し、
・半壊以上で概ね50％～60％、
・準半壊で概ね30％～40％
が、応急修理を活用している。

※ 応急修理期間については、過去
の大規模な災害では以下のとおり
である。
・平成28年熊本地震

熊本 ２年11月
・平成30年７月豪雨

岡山 １年９月
広島 ２年９月
愛媛 ２年１月

・令和元年東日本台風
宮城 １年５月
長野 １年６月

・令和２年７月豪雨
熊本 １年４月

・令和３年福島沖地震
福島 ２年２月

・令和４年福島沖地震
福島 １年11月
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救助項目 一般基準
【延長すべき期間の具体的な根拠を
示すことが困難な場合の事例】

【延長期間が予測できる場合又は延長
期間は予測できないものの一定期間
以上の延長が必要である場合の事例】

協議理由のポイント

被災した住
宅の応急修
理
（住宅の被
害の拡大を
防止するた
めの緊急の
修理
（ブルー
シートの
展張等）

災害発生の
日から10日
以内

・現時点で突風被害が生じた住宅が何軒
あるのか把握できておらず、調査を実
施している。また、併せて、ブルー
シートの資材の配布及び展張依頼を受
けているが、何日掛かるのか把握でき
ていないため、10日間延長する。

※ 更に再延長が必要な場合は、内閣
総理大臣と協議を行う。

・地震（突風）により市町村内の約
○○○軒の住宅の屋根瓦がズレ・脱落
している状況にある。現在、各市町村
の役場等においてブルーシート等の資
材の配布及び業者やNPOによる展張依
頼に関する申込を受け付けているが、
件数が多いため、○月○日まで窓口
受付を延長して対応する予定。
そのため、緊急の修理の期間を△月△
日まで期間延長する。

・ブルーシートの展張は、応急修理
までの被害の拡大を防止するため
の緊急の措置（つなぎ）である。
そのため、展張後はできる限り
早期な応急修理の実施が求められ
る。

・ブルーシート等の資材の受取や展
張の申込時に、応急修理（日常生活
に必要な最小限度の部分の修理）早
期実施に関する周知を行うことで、
被災者が応急修理を実施するきっか
けを作ることが必要。

学用品の給
与

【教科書】
災害発生の
日から、１
月以内

【文房具
及び
通学用品】
災害発生の
日から、
15日以内

・現在、各学校長から被災した児童の保
護者にメールにて教科書や学用品の毀
損・滅失状況について確認を依頼して
いるところであり、○月○日には全体
のとりまとめを行う予定である。そ
の上で、県教育委員会においてまとめ
て発注を行うこととしているが、販売
業者からの納期が示されていないこと
から、判明次第、内閣総理大臣と協議
して延長期間を定めることとしたい。

・教科書や学用品を毀損・滅失してしっ
た児童・生徒が居住する○○地区のＸ
Ｘ小学校、△△中学校のに対して「教
科書や学用品の毀損・滅失」に関する
確認依頼を○月○日に実施したところ。
☐月☐日には各学校から報告が来る予定
である。
その上で、取りまとめて調達等を行う
ことから教科書は◇月◇日に配布、学
用品は△月△日には配布を完了するこ
とが可能となるため、△月◎日まで期
間を延長する。

・教育委員会や各学校長との連携に
より、災害により被災した学区、
学校が把握され、各校の生徒の現
状がある程度把握できている必要
がある。
また、教科書の配布、学用品の給
与が完了するまでの期間について
も把握できることが必要であるこ
と。
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救助項目 一般基準
【延長すべき期間の具体的な根拠を
示すことが困難な場合の事例】

【延長期間が予測できる場合又は延長
期間は予測できないものの一定期間
以上の延長が必要である場合の事例】

協議理由のポイント

被災者の
救出

災害発生の
日から３日
以内

・自宅ごと土砂に巻き込まれた○名の救
出作業については、現在、必死の捜索
活動を行っているが、丁寧な掘り起こ
しが必要であり、いつまでに完了でき
るか、期間を示すことができない。
このため、３日間の延長を行い、救出
活動を実施する。

※ 更に再延長が必要な場合は、同様
に取り扱う。

・○○川の決壊等により、○○地区及び
△△地区の居住者が自宅に取り残され
ている。
現在、自力での避難が困難な方が○○
人いることから救出を○日まで延長す
る。
なお、河川管理事務所から現在、排水
ポンプにおいて強制的に排水を行って
いるが、水位が下がるまでに○日程度
要するとの報告を受けている。

など

・被災者の救出について期間延長を
行う場合には、具体的な救出の状
況を説明する必要がある。

死体の
捜索・処理

【捜索】
災害発生の
日から10日
以内

【処理】
災害発生の
日から10日
以内

・現在、津波により行方が定かでない方
の捜索を実施しているところであるが、
広域に障害物が散乱し、行方不明者の
捜索は難航していることから、延長期
間を定めることができない。そのため、
10日間の期間の延長を行う。

・御遺体の数が多く、検死作業に相当の
時間を要することから、10日間の期間
の延長を行う。

・土砂崩れにより○○地区において○世
帯が被災しているが、土砂が広範囲に
流出したため、慎重に土砂の除去を行
いつつ、並行して捜索を行う必要があ
り、捜索活動に○○日を要するとの報
告を受けていることから、〇月〇日ま
で期間を延長する。

・〇月〇の日捜索により発見した、身元
不明の遺体○体について、検視による
身元調査を実施しているが、１日に検
視できる遺体は△体であり、かつ、身
元の判明した遺体の遺族への引き渡し
までに〇日間を要するため、△月△日
まで期間を延長する。

など

・捜索の状況を明らかにし、救助
に要する期間の説明が明確である
こと。

・法による死体の検視（死因）が必
要な状況であり、１日に検視でき
る遺体の数も明確に示され、延長
する期間の根拠が明らかであるこ
と。
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救助項目 一般基準
【延長すべき期間の具体的な根拠を
示すことが困難な場合の事例】

【延長期間が予測できる場合又は延長
期間は予測できないものの一定期間
以上の延長が必要である場合の事例】

協議理由のポイント

障害物の
除去

災害発生の
日から10日
以内

・現在、土砂が住宅内に流れ込んだ世帯
の状況を県、市、業者と共に確認中で
あり、確認作業にあと数日を要するこ
とから、現時点で延長期間を定めるこ
とができない。そのため、10日間の期
間の延長を行う。

・堤防の決壊により〇〇地区の約△△世
帯の宅内（非住家を除く）に大量の土
石・竹木が流入した。現在、被災者及
びボランティアで宅内の土砂の除去を
実施しているところであるが、〇〇地
区の○世帯では、宅内には汚泥と一緒
に乗用車が流入しており、ボランティ
アの協力を得ても取り除くことが困難
な状況であることから、土木業者と契
約を行った上で、乗用車の除去を実施
する。なお、実施業者は〇月〇日に作
業を実施する予定であり、業務完了日
の〇月〇日まで期間を延長する。

・障害物の除去を実施する必要が生
じた場合、速やかに県、市、業者
において現地調査を行い、必要な
重機等の準備などを実施すること。

埋葬 災害発生の
日から10日
以内

・現時点で、御遺体の遺族関係者に連絡
を取っている状況であるが、災害の混
乱により連絡が取りずらい状況にある。
遺族側からは引き取る旨の連絡を受け
ており、○月○日までには引き取ると
言っているため、○月○日まで期間を
延長したい。

・現在、△△体の遺体が火葬のための待
機をしているが、被災地近郊の火葬場
では１日に火葬できる御遺体の数は〇
〇体までとなっている。
また、火葬を行うための燃料も不足し
ており、このままでは、○日後に燃料
が枯渇する可能性がある。
そのため、埋葬の期間を〇月〇日まで
延長する。
現在、隣市町の火葬場の使用について
も県、隣市、火葬場と調整中であり、
使用できることとなれば、期間を短縮
できる見込みである。

・災害発生直後の混乱期に遺体が発
見されたときには、遺族等の関係
者に遺体を引き渡すことが原則で
あるが、遺族等が埋葬をできない
場合、又は遺族等に引き渡しをで
きない場合などに法による埋葬を
行うことになる。
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災害救助法【一般基準額の推移】
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昭和28
通知

昭和34
通知

昭和37
通知

昭和38
通知

昭和47
通知

昭和49
通知

昭和55
通知

平成4
通知

平成16
厚告示

平成23
厚告示

平成26
内告示

令和３年
内告示

令和５
内告示

令和７
内告示

避難所 １０日 → → → ７日 → → → → → → → → →

炊き出し ６日 → → → ７日 → → → → → → → → →

飲料水 ６日 → → → ７日 → → → → → → → → →

仮設住宅※※ ２０日 → → → → → → → → → → → → →

生活必需品 １０日 → → → → → → → → → → → → →

医 療 １４日 → → → → → → → → → → → → →

助 産 ７日 → → → → → → → → → → → → →

福 祉 － － － － － － － － － － － － － ７日

救 出 ３日 → → → → → → → → → → → → →

緊急修理 － － － － － － － － － － － － １０日 →

応急修理 １ヶ月 → → → → → → → → → →

３ヵ月
国の災対本部が
設置された場

合：６ヵ月

→ →

学用品 １５日 → → → → → → → → → → → → →

教科書 １５日 １ヶ月 → → → → → → → → → → → →

埋 葬 １０日 → → → → → → → → → → → → →

障害物の除去 － － － － １０日 → → → → → → → → →

災害救助法【救助期間の変遷】

※※ 仮設住宅は「災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに設置しなければならないこと。」とされている。

※ 通知から告示になったのは平成12年度である。

昭和28 応急仮設住宅が、その目的を達成したとき、その処分については、厚生大臣の承認を受けること

昭和34 応急仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から２年以内とすること

昭和42 「応急仮設住宅」を供与できる期間は、完成の日から建築基準法第85条第3項による期限内（最高２年以内）とすること

平成16 応急仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法（昭和25年法律第201条）第85条第3項に規定する期限までとすること

平成23 応急仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法（昭和25年法律第201条）第85条第3項又は第4項に規定する期限までとすること

＜応急仮設住宅の供与期間＞
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